
     

業 務 仕 様 書 

 

１ 委託業務名    大阪急性期・総合医療センター純水製造装置の保守点検業務 

２ 施行場所    大阪市住吉区万代東三丁目１番 56号 

         大阪急性期・総合医療センター 

３ 施行概要    当該装置の機能保持に係る定期的な点検、調整等 

４ 委託期間    令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

５ 対象機器  

   

   

 

 

 

６ 業務内容 

（１） 定期点検 

① 受注者は、契約期間中に、発注者の設置場所へ受注者の技術員を派遣して、年４回（6

月，9月，12月，3月）の定期点検を実施するものとする。ただし、定期点検の実施日

については、発注者受注者協議の上、決定するものとする。 

② 別紙「交換部品表」の交換頻度目安を基準とし、所定月に当該部品の交換及び点検調整

を行うこと。 

③ 保守作業実施後は、作業報告書を発注者に提出し、検査を受けること。 

 

（２）水質検査  受注者の負担により、公的機関による水質検査を年 1回実施すること。 

 

（３）故障修理  受注者は点検とは別に、発注者の要望によりその都度技術員を派遣し、無

償で緊急保守点検を行う。また部品交換が必要な場合は別途請求すること。 

 

（４）その他   本仕様書に記載のない事項については、発注者の指示に従うものとする。 

装置名 設置場所 

中央軟水装置 中央館４階・機械室 

逆浸透圧水装置 中央館４階・中央滅菌材料室 

逆浸透圧・蒸留水装置 中央館３階・手術室 

逆浸透圧水手洗い装置 中央館１階・画像診断科 


